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EU「炭素国境調整措置」の対象が化学へ拡大か 

◆EU理事会がCBAM規則案に原則合意 

2022年 3月 15日、 EU理事会は欧州委員会が発表していた CBAM（炭素国境調整措

置）規則案について、若干の調整を加えたうえで一般的合意に達したことを発表

した。CBAMとは、温室効果ガス排出規制の緩い国から財を輸入する際に、追加コ

ストを課すことで生産者に製造工程の是正を促すもので、21年7月14日に欧州委

員会が「Fit for 55」の一部として原案を示していた。その目的は「カーボン

リーケージ」、すなわち排出規制の厳しい国から緩い国へ製造拠点が移転し、結

果として温室効果ガスの排出総量が削減されない事態の回避である。  

今般EU理事会が合意した CBAM規則案によれば、 5分野（アルミニウム、セメン

ト、電力、肥料、鉄鋼）の対象HSコード品目（CBAM産品）を輸入する者は、23年

1月以降は輸入した CBAM産品の含有排出量などを四半期ごとに報告し（ CBAM報

告）、 26年 1月以降は、輸入実績に基づく CBAM証書の購入と申告・納付（ CBAM申

告）が必要となる。つまり輸入者にとっては、一連の報告義務と申告・納付義務

が、新たな輸入障壁となる可能性があるのだ。 

 

◆欧州議会は大幅な修正案を審議中 

CBAM規則案は、現在EU理事会と欧州議会で審議しており、双方案の一致が法案

成立の大前提となる。前述の通り、 EU理事会はCBAM規則案に合意したが、欧州議

会は傘下の環境・公衆衛生・食品安全委員会（ ENVI）が中心となって、修正案を

取りまとめ中だ。気候変動対策に取り組む世界的 NPOのERCSTによれば、当該修正

案には、CBAM産品の拡大や導入時期の前倒し、 EU-ETS（域内排出量取引制度）の

無償排出枠の早期撤廃などの、大幅な修正事項が盛り込まれており（表1参照）、

6月をめどに欧州議会としての最終案を採決する見込みだ。  

欧州議会案で特に影響が大きいとされるのが、 CBAM産品の拡大だ。当初の規則

案を大幅に変更し、有機化学（HSコード：29類）、水素（28類）、ポリマー（39

類）などを追加提示している。外務省の資料によれば、日本からEU向けの輸出品

のうち、有機化学品やプラスチックは輸出額ベースで上位を占めており、これら

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
https://ercst.org/wp-content/uploads/2022/01/20220110-Addressing-crunch-issues-in-CBAM-v5-final.pdf
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/2022.1.27%20ERCST.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000470505.pdf
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がCBAM産品となれば、その影響は格段に大きくなるであろう。  

 

 

◆日本企業は積極的に意見表明を行なっていくべき 

そもそも、CBAM規則案は解決すべき多数の問題を抱えている。その筆頭は、多

くの有識者が指摘する通り、 WTO協定との整合性につき国際合意が得られていな

い点だ（表2参照）。日本でも2010年に財務省、2021年には経産省が、有識者研究

会を主催して議論を重ねたが、現時点で最終解釈に至っていない。また、 CBAMは

国境調整措置のためEU内で完結せず、貿易相手国・地域との関係で成立するもの

である。それにも関わらず、G7やG20、OECD、WTOなどの多国間フォーラムで議論

が尽くされていないとの指摘も多い。このままでは、 CBAMに明確に反対する中国

や、主導権を握っていない米国などとの貿易紛争を誘発しかねない状況だ。  

これらの課題についてはEU内外から多くの提言書が出ているが、日本の業界団

体からも、 21年 4月 22日に JBCE（在欧日系ビジネス協議会）が日本化学工業協会

などと共同提言を発出し、前述の論点に加えて化学品の排出量計算の煩雑性につ

いて指摘するなど、慎重な議論を促している。日本企業としては、欧州議会や EU

理事会での審議動向とCBAM規則案の修正内容を注視しつつ、政府や国内外の主要

業界団体を通じ、積極的な意見表明を行なっていく必要がある。  【田中雄作】 

 

表１：CBAM規則案　対比表

欧州委員会案 欧州議会修正案

対象製品 アルミニウム、セメント、電力、肥料、鉄鋼 欧州委員会案＋水素、有機化学、ポリマー

導入時期（CBAM報告） 2023年から 2023年から

本格導入（CBAM申告） 2026年から 2025年から

無償排出枠の廃止 2026年から2035年 2025年から2028年（セメントは2025年）

管理者 加盟27ヵ国 CBAM当局を設置

出所）The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition , Jan 2022

GATT1条 GATT1条は、「ある国のある産品に与える最も有利な待遇を、他の全てのWTO加盟国の同じ産品に与えること」を

規定している。ここでは全ての国の産品を「実質的に」平等に扱うことを求めており、例えば高い環境技術を持つ国の

産品と持たざる国の産品に対し、同一の算出方法に基づく税率を課すことは、実質的な平等とはならないため、当原

則に反する可能性がある。よって炭素国境調整の設計には、「輸出国の状況に応じた」税率などの設定が必要であ

り、この実現性が課題となっている。

GATT2条、3条 GATT2条2項(a)と3条2項は、「国境税調整」の要件を定めている。国境税調整とは、国境を越えて取引される産

品について、各国の内国税の差異を調整する「GATTが許容する」措置であり、炭素国境調整は同措置の要件を満

たす必要がある。主な論点は、温室効果ガスが内国税の課税対象になり得るのか、課税の内国民待遇を証明する

ための「同種の産品」があるのかなど、さまざまである。これらについては先例がないため、学説でも賛否両論がある。

GATT20条 GATT20条は、GATT規定違反が「例外的に」認められる正当化事由を列挙している。炭素国境調整はいくつかの

GATT規定に抵触する可能性があるため、当例外事由に該当する必要がある。主な論点は、同条（g）の「自国

内の有限天然資源の保存に関する措置」に該当するか、柱書の「国際貿易の偽装された制限となるような方法で適

用しない」を満たすかなどである。特に後者については、気候変動枠組条約でも参照されており、経済制裁的な設計

にならないよう、注意する必要がある。

表2：炭素国境調整とWTOルール整合性に関する主な検討結果

出所：Watching「WTO委員会でEUの炭素国境調整措置を議論（21年5月）」を加筆修正

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9216447/www.mof.go.jp/about_mof/councils/enviroment_customs/index.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_neutral_jitsugen/index.html
https://www.jbce.org/ja/news/34-news/trade-policy/804-joint-industry-recommendation-on-carbon-border-adjustment-mechanism

